
４ 履歴事項の証明及 ○

び職員の身分証明

給一 地方公務１ 同法第17条第１項

与 員法に基づ の規定により任免さ

室 く知事の権 れる職員の給与の決

限に属する 定

事務 (一) 課長又はこれ ○

に相当する職以上

の職の職員に係る

もの

(二) 課長補佐又は ○

これに相当する職

の職員に係るもの

(三) (一)及び(二) ○

以外の職の職員に

係るもの

２ 同法第22条第２項 ○

に規定する臨時的任

用職員及びこれらの

者の職に準ずる職員

（任用期間が16日未

満の者を除く。）の

給与の決定

二 地方自治１ 次に掲げる者の給

法に基づく 与の決定

知事の権限 (一) 就任について ○

に属する事 議会の同意による

務 ことを必要とする

職の職員

(二) (一)に掲げる ○

職員以外の執行機

関の委員

(三) 専門委員 ○

(四) 地方公務員法 ○

第３条第３項第３

号に規定する特別

職の職員（人事関

係事務手続き要領

別表第１に掲げる

非常勤職員に限

る。）に係るもの

三 職員の給１ 同条例第４条の規 ○

与に関する 定による昇給等の決

条例（昭和 定

26年鳥取県

条例第３２ 同条例第16条の７ ○

号）に基づ の規定による勤勉手

く知事の権 当の支給総額の決定

限に属する

事務

四 職員の給１ 同規則第２条第２ ○

与の支給に 項の規定による給料

関する規則 の支給期日の変更に

（昭和27年 係る承認の申請

鳥取県人事

委員会規則２ 同規則第９条第１ ○

第３号）に 項又は第３項の規定

基づく知事 による扶養親族の認

の権限に属 定

する事務

五 職員の初１ 同規則第８条第２ ○

任給、昇 項の規定による昇格

格、昇給等 基準によることの承

の基準に関 認の申請

する規則

（昭和32年２ 同規則第13条第４ ○

鳥取県人事 項の規定による昇給

委員会規則 区分の決定に係る承

第10号）に 認の申請

基づく知事

の権限に属３ 同規則第20条の規 ○

する事務 定による給料の補正

及び訂正に係る承認

の申請

六 職務に専１ 同条例第２条の規

念する義務 定による職務に専念

の特例に関 する義務の免除の承

する条例 認

（昭和26年 (一) 次長等（次長 ○



鳥取県条例 及びこれに相当す

第５号）に る職の職員をい

基づく知事 う。以下給与室の

の権限に属 項において同

する事務 じ。）及び地方機

関の長（総合事務

所長を除く。以下

給与室の項におい

て同じ。）に係る

もの（職務に専念

する義務の特例に

関する規則第２条

の表第９号から第

11号までの事由に

該当する場合に限

る。）

(二)課長等（課長及 ○

びこれに相当する

職の職員をいう。

以下給与室の項に

おいて同じ。）に

係るもの（職務に

専念する義務の特

例に関する規則第

２条の表第９号か

ら第11号までの事

由に該当する場合

に限る。）

(三) 所属職員に係 ○

るもの（職員団体

のための職員の行

為の制限の特例に

関する条例第２条

第１号並びに職務

に専念する義務の

特例に関する規則

第２条の表第９号

から第11号までの

事由に該当する場

合に限る。）

七 職員の勤１ 同条例第２条第５ ○

務時間、休 項の規定による勤務

暇等に関す 時間の変更の承認の

る条例（平 申請

成６年鳥取

県条例第35 ２ 同条例第４条第２ ○

号）に基づ 項の規定による人事

く知事の権 委員会との協議

限に属する

事務 ３ 同条例第７条第１ ○

項又は第３項の規定

による勤務時間又は

休憩時間の変更の承

認の申請

八 職員の勤１ 同規則第４条第３ ○

務時間、休 項の規定による人事

暇等に関す 委員会との協議

る規則に基

づく知事の２ 同規則第16条の表

権限に属す 第２号に該当する場

る事務 合における休暇の承

認

(一) 次長等又は地 ○

方機関の長に係る

もの

(二) 課長等に係る ○

もの

(三) (一)及び(二) ○

以外の職員に係る

もの

３ 同規則第28条の規 ○

定による週休日等の

別段の定めの許可又

は承認の申請

九 職員団体１ 同条例第２条第１ ○

のための職 号の規定による職員

員の行為の の職務に専念する義

制限の特例 務の免除

に関する条

例に基づく

知事の権限

に属する事



務

十 通勤手当１ 同規則第４条第１ ○

の支給に関 項の規定による通勤

する規則 手当に係る確認並び

（昭和33年 に決定及び改定

鳥取県人事

委員会規則

第21号）に

基づく知事

の権限に属

する事務

十一 住居手１ 同規則第７条第１ ○

当に関する 項の規定による住居

規則（昭和 手当に係る確認並び

49年鳥取県 に決定及び改定

人事委員会

規則第33

号）に基づ

く知事の権

限に属する

事務

十二 単身赴１ 同規則第８条第１ ○

任手当の支 項の規定による単身

給に関する 赴任手当に係る確認

規則（平成 並びに決定及び改定

２年鳥取県

人事委員会

規則第１

号）に基づ

く知事の権

限に属する

事務

十三 知事等１ 同規則第３条の規 ○

の退職手当 定による退職手当の

の支給に関 金額の決定

する規則

（昭和37年

鳥取県規則

第74号）に

基づく知事

の権限に属

する事務

十四 職員の１ 同規則第３条の規 ○

退職手当の 定による退職手当の

支給に関す 金額の決定

る規則に基

づく知事の２ 同規則第６条（同 ○

権限に属す 規則第21条において

る事務 準用する場合を含

む。）の規定による

退職票の交付

３ 同規則第７条の規 ○

定による在職票の交

付

４ 同規則第８条第２ ○

項の規定による失業

者退職手当受給資格

者証の交付

５ 同規則第９条第２ ○

号の規定によるやむ

を得ないと認める受

給期間延長理由の決

定

６ 同規則第10条第４ ○

項の規定による受給

期間延長通知書の交

付

７ 同規則第12条の規 ○

定による基本手当に

相当する退職手当の

支給日の指定

８ 同規則第13条第２ ○

項（同規則第21条に

おいて準用する場合

を含む。）の規定に



よる待期日数の間に

おける失業の認定

９ 同規則第13条第４ ○

項（同規則第21条に

おいて準用する場合

を含む。）の規定に

よる失業の認定及び

支給の制限を行うべ

き事実の有無の確認

10 同規則第14条第１ ○

項の規定による公共

職業訓練等の受講の

指示

11 同規則第19条の２ ○

第２項の規定による

失業退職手当高年齢

受給資格者証の交付

12 同規則第20条第２ ○

項の規定による失業

退職手当特例受給資

格者証の交付

十五 地方公１ 労働協約の締結 ○

営企業等の

労働関係に

関する法律

（昭和27年

法律第289

号）に基づ

く知事の権

限に属する

事務

十六 現業職１ 同規則第２条第２ ○

員就業規則 項の規定による現業

（昭和45年 職員の勤務時間等の

鳥取県規則 決定

第67号）に

基づく知事

の権限に属

する事務

十七 現業職１ 同規則第３条の規 ○

員の給与に 定による職員の職務

関する規則 の級の決定

（昭和32年

鳥取県規則２ 同規則第３条の２ ○

第46号）に の規定による昇給等

基づく知事 の決定

の権限に属

する事務 ３ 同規則第４条の規 ○

定による勤勉手当の

支給総額及び退職手

当の金額の決定

業一 鳥取県職１ 同条例第２条第２ ○

務 員定数条例 項の規定による定数

効 （平成６年 の外に置くことの承

率 鳥取県条例 認

化 第４号）に

室 基づく知事２ 同条例第２条第２ ○

の権限に属 項第２号の規定によ

する事務 る長期にわたる研修

で知事が定めるもの

の決定

３ 同条例第３条の規 ○

定による知事の事務

部局内の職員の定数

の配分

二 鳥取県事１ 同規則第４条第８ ○

務処理権限 項及び第11項の規定

規則に基づ による課内室長等に

く知事の権 専決させる事項の報

限に属する 告の受理

事務

２ 同規則第12条第２ ○

項の規定による事務

の一部の処理を所属

職員に専決させるこ

ととした場合の報告



の受理

三 県が設立１ 鳥取県地方独立行 ○

する地方独 政法人の業務運営並

立行政法人 びに財務及び会計に

に係る事務 関する規則（平成18

のうち次に 年鳥取県規則第89

掲げるもの 号）第17条の規定に

よる同規則の施行に

関し必要な事項の決

定

財一 鳥取県公１ 同規則第４条の規 ○

源 有財産事務 定による公有財産の

確 取扱規則 取得、管理及び処分

保 （昭和39年 に係る事務手続の総

室 鳥取県規則 括及び調整

第27号）に

基づく知事２ 同規則第42条の規 ○

の権限に属 定による公有財産の

する事務 増減高又は現在高に

ついての出納長への

通知

二 鳥取県宿１ 宿舎に係る事務

舎管理規則 (一) 同規則第11条 ○

（昭和57年 第１項又は第２項

鳥取県規則 の規定による宿舎

第24号）に 又は駐車場に係る

基づく知事 貸付料の決定

の権限に属 (二) (一)以外のも

する事務 の

(１) 鳥取市に所 ○

在する宿舎に係

るもの

(２) 東京都に所 ○ 東京本部長

在する宿舎に係

るもの

(３) 大阪府に所 ○ 関西本部長

在する宿舎に係

るもの

(４) 倉吉市に所 ○ 中部総合事

在する宿舎に係 務所長

るもの

(５) 米子市及び ○ 西部総合事

境港市に所在す 務所長

る宿舎に係るも

の

(６) 日野町に所 ○ 日野総合事

在する宿舎に係 務所長

るもの

三 その他の１ 未利用財産（財源

事務 確保室が所管するも

のに限る）の管理に

関する事務

(一) 除草等敷地内

管理に係るもの

(１) 中部総合事 ○ 中部総合事

務所の所管区域 務所長

に係るもの

(２) 西部総合事 ○ 西部総合事

務所の所管区域 務所長

に係るもの

(３) 日野総合 ○ 日野総合事

事務所の所管 務所長

区域に係るも

の

(４) (１)から ○

(３)まで以外

のもの

(二) 普通財産の貸

付け

(１) 貸付けに係

る期間が１年を

超えないもの

（当該期間が通

算して１年を超

えることとなる

更新を行う場合

を除く。）

イ 中部総合事 ○ 中部総合事

務所の所管区 務所長

域に係るもの

ロ 西部総合事 ○ 西部総合事

務所の所管区 務所長



域に係るもの

ハ 日野総合事 ○ 日野総合事

務所の所管区 務所長

域に係るもの

(２) (１)以外の ○

もの

自一 その他の１ 補助金及び会計に

治 事務 関する事務

研 (一) 自治研修所長 ○

修 の名において処理

所 することが適当で

あり、総務部長が

別に定めるもの

２ 庁舎管理に関する

事務（自治研修所の

庁舎又は構内におけ

るものに限る。）

(一) 鳥取県庁内取

締に関する規則に

基づく知事の権限

に属する事務のう

ち次に掲げるもの

(１) 同規則第３ ○

条第１項の規定

による物品販売

等の許可

(２) 同規則第６ ○

条の規定による

必要な措置の命

令

(二) 県有建物に関

する広告物等取扱

規程に基づく知事

の権限に属する事

務のうち次に掲げ

るもの

(１) 同訓令第１ ○

条の規定による

広告物の表示又

はこれに関する

物件の設置の許

可

(２) 同訓令第５ ○

条ただし書の規

定による(１)の

許可の取消し

(三) 鳥取県県有地

等における自動車

の放置に対する措

置に関する条例に

基づく知事の権限

に属する事務のう

ち次に掲げるもの

(１) 同条例第４ ○

条第１項の規定

による放置自動

車の状況等の調

査及び警告書の

はり付け

(２) 同条例第４ ○

条第２項の規定

による警察署へ

の通報

(３) 同条例第４ ○

条第３項の規定

による施錠の解

錠及び車内の調

査

(４) 同条例第５ ○

条第１項の規定

による放置自動

車の移動及び保

管

(５) 同条例第５ ○

条第２項の規定

による移動等の

通知及びその旨

の公示

(６) 同条例第６ ○

条第１項の規定

による放置自動

車の撤去等の勧

告

(７) 同条例第６ ○



条第２項の規定

による勧告に従

うことの命令

(８) 同条例第７ ○

条第１項の規定

による廃物の認

定

(９) 同条例第７ ○

条第２項の規定

による告示

(10) 同条例第８ ○

条第１項の規定

による放置自動

車の処分

(11) 同条例第８ ○

条第２項の規定

による告示

(12) 同条例第８ ○

条第３項の規定

による放置自動

車の処分

(13) 同条例第９ ○

条の規定による

費用の請求

福一 地方公務１ 同法第42条の規定 ○

利 員法に基づ による職員の保健、

厚 く知事の権 元気回復その他厚生

生 限に属する に関する事項につい

室 事務 ての計画の樹立

２ 同法第42条の規定 ○

による職員の保健、

元気回復その他厚生

に関する事項につい

ての計画の実施

二 恩給法１ 同法第９条ノ２の ○

(大正12年 規定による恩給の受

法律第48 給権者に係る恩給の

号)に基づ 受給権の存否に関す

く知事の権 る調査

限に属する

事務 ２ 同法第58条ノ２の ○

規定による普通恩給

又は増加恩給の支給

の停止

３ 同法第58条ノ３第 ○

１項の規定による普

通恩給の支給の停止

４ 同法第58条ノ４の ○

規定による恩給外の

所得の決定及び普通

恩給の一部の支給停

止

５ 同法第77条の規定 ○

による扶助料の支給

の停止

三 恩給法の１ 同法第12条の規定 ○

一部を改正 による恩給の裁定

する法律

（昭和26年

法律第87

号）附則第

10項の規定

によりなお

従前の例に

よるものと

された改正

前の恩給法

に基づく知

事の権限に

属する事務

四 恩給給与１ 同令第34条ノ５の ○

規則（大正 規定による恩給の支

12年勅令第 給の差止め及びその

369号）に 解除

基づく知事

の権限に属

する事務



五 鳥取県吏１ 同条例第７条ノ３ ○

員等退職年 の規定による恩給の

金及退職一 受給権の存否に関す

時金ニ関ス る調査

ル条例（大

正12年鳥取２ 同条例第９条ノ３ ○

県令第55 の規定による恩給の

号）に基づ 受給権の裁定

く知事の権

限に属する３ 同条例第23条第１ ○

事務 項第２号又は第３号

の規定による退職年

金の支給の停止

４ 同条例第23条ノ２ ○

の規定によりその例

によることとされた

恩給法第58条ノ４の

規定による退職年金

の年額の一部の支給

停止及び退職年金外

の所得の決定

５ 同条例第24条ノ６ ○

において準用する恩

給法第77条の規定に

よる遺族年金の支給

停止

六 鳥取県吏１ 同規則第46条の規 ○

員等退職年 定による恩給の支給

金及び退職 の差止め及びその解

一時金に関 除

する条例施

行規則（昭

和30年鳥取

県規則第14

号）に基づ

く知事の権

限に属する

事務

七 議会の議１ 同条例第３条第２ ○

員その他非 項の規定による職員

常勤の職員 の災害が公務上のも

の公務災害 のであるかどうかの

補償等に関 認定及び通知

する条例

（昭和42年２ 同条例第３条第３ ○

鳥取県条例 項の規定による鳥取

第31号）に 県公務災害補償認定

基づく知事 委員会の意見の聴取

の権限に属

する事務 ３ 同条例第６条の規 ○

定による療養の実施

又は療養の費用の支

給

４ 同条例第７条の規 ○

定による休業補償金

の支給

５ 同条例第７条の２ ○

の規定による傷病補

償年金の支給

６ 同条例第８条の規 ○

定による障害補償年

金の支給

７ 同条例第８条の規 ○

定による障害補償一

時金の支給

８ 同条例第９条第１ ○

項の規定による休業

補償又は障害補償の

金額の一部の減額

９ 同条例第９条第２ ○

項の規定による休業

補償の制限

10 同条例第９条の２ ○

の規定による介護補

償の支給



11 同条例第10条の規 ○

定による遺族補償年

金の支給

12 同条例第10条の規 ○

定による遺族補償一

時金の支給

13 同条例第14条の規 ○

定による葬祭補償金

の支給

14 同条例第15条の規 ○

定によりその例によ

るものとされた地方

公務員災害補償法

（昭和42年法律第

121号）第３章の規

定による遺族補償年

金の支給の停止及び

遺族からの排除の決

定

15 同条例第19条の規 ○

定による報告、出頭

等の命令

16 同条例第20条の規 ○

定による補償の支給

の一時差止め

八 議会の議１ 同規則第６条の規 ○

員その他非 定による病院若しく

常勤の職員 は診療所若しくは薬

の公務災害 局又は訪問看護事業

補償等に関 者の指定

する条例施

行規則（昭

和43年鳥取

県規則第12

号）に基づ

く知事の権

限に属する

事務

九 その他の１ 地方職員共済組合 ○

事務 投資不動産に係る賃

貸借契約の締結

自一 地方自治１ 同法第252条の２ ○

治 法に基づく 第２項の規定による

振 知事の権限 市町村の協議会の設

興 に属する事 置の届出の受理

課 務（市町村

長に委任し２ 同法第252条の２ 〇

たものを除 第４項の規定による

く。） 市町村の協議会の設

置の勧告

３ 同法第252条の６ ○

においてその例によ

るものとされた同法

第252条の２第２項

の規定による市町村

の協議会の組織の変

更若しくは規約の変

更又は協議会の廃止

の届出の受理

４ 同法第252条の７ 〇

第３項において準用

する同法第252条の

２第４項の規定によ

る市町村の機関等の

共同設置の勧告

５ 同法第252条の７ ○

第３項において準用

する同法第252条の

２第２項の規定によ

る機関等を共同設置

する市町村の数の増

減、機関等の共同設

置に関する規約の変

更又は機関等の共同



設置若しくは廃止の

届出の受理

６ 同法第252条の14 ○

第３項において準用

する同法252条の２

第２項の規定による

市町村の事務の委託

又は委託した事務の

変更若しくは廃止の

届出の受理

７ 同法第252条の14 〇

第３項において準用

する同法第252条の

２第４項の規定によ

る市町村の事務の委

託の勧告

８ 同法第252条の17 ○

の５第１項の規定に

よる市町村に対する

助言、勧告

９ 同法第252条の17 ○

の５第１項の規定に

よる市町村に対する

資料の提出の要求

10 同法第252条の17 ○

の６第２項の規定に

よる市町村の財務に

関する実地検査

11 同法第255条の５ ○

の規定による市町村

の事務に関する審査

請求等に対する裁

決、裁定又は審決

12 同法第260条第２ ○

項の規定による市町

村の区域内の町若し

くは字の区域の設置

若しくは廃止又は町

若しくは字の区域若

しくはその名称の変

更の届出の受理及び

変更の告示

13 同法第284条第２ ○

項の規定による市町

村の一部事務組合の

設立の許可

14 同法第284条第３ ○

項の規定による市町

村の広域連合の設立

の許可

15 同法第285条の２ ○

第１項の規定による

市町村の一部事務組

合又は広域連合の設

置の勧告

16 同法第286条第１ ○

項の規定による市町

村の一部事務組合の

組織、事務又は規約

の変更の許可

17 同法第286条第２ ○

項の規定による市町

村の一部事務組合の

規約の変更が名称、

位置又は経費の支弁

の方法のみである場

合の届出の受理

18 同法第288条の規 ○

定による市町村の一

部事務組合の解散の

届出の受理

19 同法第291条の３ ○



第１項の規定による

市町村の広域連合の

組織、事務又は規約

の変更の許可

20 同法第291条の３ ○

第３項又は第４項の

規定による市町村の

広域連合の規約の変

更の届出の受理

21 同法第291条の１0 ○

第１項の規定による

市町村の広域連合の

解散の許可

22 同法第295条の規 ○

定による財産区の議

会又は総会の設置

23 同法第296条の５ ○

第２項又は第５項の

規定による財産区の

財産等の処分若しく

は廃止の同意又は財

産区の住民に対する

不均一の課税若しく

は徴収の同意

24 同法第296条の６ ○

第１項の規定による

財産区の事務の処理

についての報告の聴

取若しくは資料の提

出の要求又は監査の

実施

25 同法第298条第２ ○

項の規定による市町

村の事業団の設置の

認可

26 同法第298条第２ ○

項の規定による市町

村の数の増減又は事

業団の規約の変更の

認可

27 同法第298条第３ ○

項の規定による市町

村の事業団の規約の

変更が名称、位置又

は経費の支弁の方法

のみである場合の届

出の受理

二 地方自治１ 同令第174条の６ ○

法施行令に 第１項の規定による

基づく知事 事件を調停に付すこ

の権限に属 とが適当でないと認

する事務 めるときの当事者へ

の通知

２ 同令第174条の６ ○

第２項の規定による

事件を自治紛争処理

委員の調停に付した

ときの告示及び当事

者への通知

３ 同令第174条の６ ○

第３項の規定による

自治紛争処理委員に

対する調停の経過に

ついての報告の要求

三 住居表示 １ 同法第３条第３ ○

に関する法 項の規定による住居

律（昭和37 表示を実施すべき区

年法律第 域等の報告の受理

119号）に

基づく知事２ 同法第１0条第２ ○

の権限に属 項の規定による市町

する事務 村に対する住居表示

の円滑な実施のため

の勧告



３ 同法第１0条第３ ○

項の規定による市町

村に対する住居表示

に関する事務につい

ての報告の要求

四 住民基本１ 同法第30条の37第 ○ ○ 総合事務所

台帳法（昭 ２項の規定による本 長

和42年法律 人確認情報の開示及

第81号）に び不存在の通知

基づく知事

の権限に属２ 同法第30条の38第 ○ ○ 総合事務所

する事務 ２項の規定による本 長

人確認情報の開示請

求に対する開示期限

の延長の通知

３ 同法第30条の４0 ○ ○ 総合事務所

の規定による開示に 長

係る本人確認情報の

訂正、追加又は削除

の申出に対する調査

及びその結果の通知

４ 同法第31条第２項 ○

の規定による市町村

長に対する報告の要

求又は助言若しくは

勧告

５ 同法第31条第４項 ○

の規定による主務大

臣に対する助言又は

勧告の要求

６ 同法第37条第１項 ○

の規定による市町村

長に対する資料の提

供の要求

五 地方公務１ 同令第16条第６項 ○

員等共済組 の規定による市町村

合法施行令 職員共済組合の業務

（昭和37年 上の余裕金の有価証

政令第352 券の取得等への運用

号）に基づ についての承認

く知事の権

限に属する２ 同令第67条第１項

事務 の規定により知事の

権限に属するものと

された地方公務員等

共済組合法（昭和37

年法律第152号）に

基づく事務

(一) 同法第144条 ○

の27第１項又は第

４項の規定による

市町村共済組合の

業務の執行の監督

又は市町村共済組

合の業務及び財産

の状況の監査

(二) 同法第144条 ○

の28第１項の規定

による医師等に対

する報告等の要

求、質問又は検査

３ 同令第67条第５項 ○

の規定による市町村

職員共済組合の定款

の変更の認可につい

ての申請等の受理及

び当該申請等の総務

大臣への提出

４ 同令附則第29条の ○

規定による管理組合

の事業計画書等の受

理及び当該書類等の

総務大臣への提出

六 地方公務１ 同令第25条の規定 ○

員等共済組 による決算精算表等

合法施行規 の受理及び当該書類



則（昭和37 等の総務大臣への提

年自治省令 出

第20号）に

基づく知事

の権限に属

する事務

七 地方公務１ 同令第15条ただし ○

員等共済組 書の規定による市町

合法施行規 村職員共済組合の債

程（昭和37 権の放棄等について

年総理府・ の承認等

文部省・自

治省令第１

号）第166

条第１項の

規定により

知事の権限

に属するも

のとされた

同令に基づ

く事務

八 地方公営１ 同法第41条の規定 ○

企業法（昭 による市町村の地方

和27年法律 公営企業の経営に関

第292号） するあっせん若しく

に基づく知 は調停又は勧告

事の権限に

属する事務

九 地方公営１ 同令第28条の規定 ○

企業法施行 による市町村の公営

令（昭和27 企業の経営に関する

年政令第 事項等についての報

403号）に 告の受理及び当該報

基づく知事 告の総務大臣への提

の権限に属 出

する事務

２ 同令第33条におい ○

て準用する地方財政

再建促進特別措置法

施行令（昭和30年政

令第333号）第15条

の規定による地方公

営企業法又は同令に

基づいて総務大臣に

提出すべき書類の受

理並びに当該書類及

びその意見の総務大

臣への提出

３ 同令第34条第１項 ○

の規定により知事の

権限とされた地方公

営企業法第49条第３

項において準用する

同法第44条第１項及

び第３項の規定によ

る市町村である再建

企業の財政再建計画

の変更の同意及び変

更の事後同意

４ 同令第34条第２項 ○

及び第３項の規定に

よる財政再建計画を

変更しようとする場

合における総務大臣

への事前協議及び財

政再建計画の変更に

同意した場合におけ

る総務大臣への報告

十 地方財政１ 地方財政再建促進 ○

再建促進特 特別措置法施行令第

別措置法 13条第１項の規定に

（昭和30年 より知事の権限に属

法律第195 するものとされた同

号）に基づ 法第22条第３項にお

く知事の権 いて読み替えて準用

限に属する する同法第３条第５

事務 項前段の規定及び同

法第22条第４項にお

いて読み替えて準用

する同法第３条第１



項の規定による準用

財政再建団体の財政

再建計画の変更の同

意

２ 同法第２条の規定 ○

による財政の再建の

申出の受理並びに当

該申出及びその意見

の総務大臣への送付

３ 同法第23条第２項 ○

の規定による歳入欠

陥を生じた市町村の

寄附金等の支出の同

意

十一 地方財１ 同令第13条第４ ○

政再建促進 項、第５項又は第７

特別措置法 項の規定による財政

施行令に基 再建計画の軽微な変

づく知事の 更についての総務大

権限に属す 臣への報告、財政再

る事務 建計画の変更に同意

しようとする場合に

おける総務大臣への

事前協議又は財政再

建計画の変更に同意

した場合における総

務大臣への報告

２ 同令第14条の４の ○

規定による財政の再

建が完了した旨の報

告の受理及び当該報

告の総務大臣への送

付

３ 同令第15条の規定 ○

による地方財政再建

促進特別措置法又は

同令の規定に基づい

て総務大臣に提出す

べき書類の受理並び

に当該書類及びその

意見の総務大臣への

送付

十二 地方交１ 同法第５条第３項 ○

付税法に基 の規定による市町村

づく知事の の基準財政需要額及

権限に属す び基準財政収入額に

る事務 関する資料等の審査

及び当該書類の総務

大臣への送付

２ 同法第17条の規定 ○

による市町村に対し

交付すべき交付税の

額の算定及び交付

３ 同法第17条の２の ○

規定による国税の課

税の基礎となるべき

所得額等に関する書

類の閲覧又は記録の

請求

４ 同法第17条の３第 ○

２項の規定による市

町村の交付税の額の

算定に用いた資料の

検査及びその結果の

総務大臣への報告

５ 同法第17条の４第 ○

１項の規定による市

町村の交付税の額の

算定方法に関する意

見についての申出の

受理及び当該申出の

総務大臣への提出

６ 同法第18条第１項 ○

の規定による市町村

の交付税の額に関す



る審査の申立ての受

理及び当該申立ての

総務大臣への提出並

びに同条第２項の規

定による審査結果の

市町村長への通知の

送付

７ 同法第19条第７項 ○

の規定による市町村

の錯誤措置に対する

異議の申立ての受理

及び当該申立ての総

務大臣への提出並び

に同条第８項による

市町村長への決定通

知の送付

十三 公有地１ 同法第１0条第２ ○

の拡大の推 項の規定による市町

進に関する 村の土地開発公社の

法律（昭和 設立の認可

47年法律第

66号）に基２ 同法第14条第２項 ○

づく知事の の規定による市町村

権限に属す の土地開発公社の定

る事務 款の変更の認可

３ 同法第19条第２項 ○

の規定による市町村

の土地開発公社の業

務及び資産の状況に

関する報告の要求及

び事業所への立入検

査

４ 同法第19条第５項 ○

の規定による市町村

の土地開発公社の業

務に関する命令その

他必要な措置の要求

５ 同法第22条第１項 ○

の規定による市町村

の土地開発公社の解

散の認可

十四 地方財１ 同法第５条の３第 ○

政法に基づ １項の規定による市

く知事の権 町村債の起債及び起

限に属する 債方法等の変更の同

事務 意

２ 同法第５条の４第 ○

１項、第３項又は第

４項の規定による市

町村債の起債及び起

債方法等の変更の許

可

十五 地方公１ 同法第３条第３項 ○

共団体の財 の規定による市町村

政の健全化 の健全化判断比率の

に関する法 総務大臣への報告

律（平成19

年法律第94 ２ 同法第３条第４項 ○

号）に基づ の規定による市町村

く知事の権 の健全化判断比率の

限に属する 概要の公表

事務

３ 同法第22条第３項 ○

において準用する同

法第３条第３項の規

定による市町村の公

営企業の資金不足比

率の総務大臣への報

告

４ 同法第22条第３項 ○

において準用する同

法第３条第４項の規

定による市町村の公

営企業の資金不足比

率の概要の公表

移一 辺地に係１ 同法第３条第３項 ○



住 る公共的施 の規定による市町村

定 設の総合整 が総合整備計画を策

住 備のための 定する場合に当該市

促 財政上の特 町村に協力して講じ

進 別措置等に ようとする措置の計

課 関する法律 画の決定及び当該計

（昭和37年 画の総務大臣への提

法律第88 出

号）に基づ

く知事の権２ 同法第７条の規定 ○

限に属する による公共的施設の

事務 総合的かつ計画的な

整備を促進するため

の助言又は調査

二 過疎地域１ 同法第５条第１項 ○

自立促進特 又は第４項の規定に

別措置法に よる過疎地域自立促

基づく知事 進方針の決定又は総

の権限に属 務大臣、農林水産大

する事務 臣及び国土交通大臣

との事前協議

２ 同法第７条第１項 ○

の規定による過疎地

域自立促進都道府県

計画の決定及び当該

計画の総務大臣、農

林水産大臣及び国土

交通大臣への提出

三 山村振興１ 同法第７条の２第 ○

法（昭和40 １項又は第４項の規

年法律第64 定による振興山村の

号）に基づ 振興に関する基本方

く知事の権 針の作成又は主務大

限に属する 臣との協議

事務

２ 同法第８条第１項 ○

の規定による市町村

が作成する山村振興

に関する計画への同

意

情一 電子署名１ 同法第17条第１項 ○

報 に係る地方 の規定による失効情

政 公共団体の 報等の提供を求める

策 認証業務に 届出の受理

課 関する法律

（平成14年２ 同法第17条第４項 ○

法律第153 の規定による提供を

号）に基づ 行うに当たって合意

く知事の権 しておくべき事項に

限に属する ついての取決めの締

事務 結

３ 同法第29条第１項 ○

の規定による認証業

務情報の開示請求の

受理

４ 同法第29条第２項 ○

の規定による認証業

務情報の開示

５ 同法第30条第２項 ○

の規定による期限内

に開示をすることが

できない理由及び開

示の期限の通知

６ 同法第31条第１項 ○

の規定による調査及

び内容の訂正等

７ 同法第31条第２項 ○

の規定による訂正等

を行った旨の通知

８ 同法第34条第１項 ○

の規定による認証事

務の委託

９ 同法第34条第６項

の規定による発行手

数料等の額の承認



(一) 額の変更を伴 ○

うもの

(二) (一)以外のも ○

の

10 同法第38条第１項 ○

の規定による認証事

務を行わせることと

した旨の総務大臣へ

の報告及びその旨の

公示

11 同法第38条第２項 ○

の規定による指定認

証機関の名称等の変

更の届出の受理

12 同法第38条第３項 ○

の規定による公示

13 同法第42条第２項 ○

の規定による指定認

証機関に対する意見

14 同法第43条第２項 ○

の規定による指定認

証機関に対する意見

15 同法第43条第３項 ○

の規定による事業報

告書等の受理

16 同法第46条第２項 ○

の規定による指定認

証機関に対する措置

命令

17 同法第47条第２項 ○

の規定による指定認

証事務の実施の状況

に関する必要な報告

の要求及び指定認証

機関の事務所に対す

る立入検査等

18 同法第48条第３項 ○

の規定による認証事

務等の全部又は一部

の休止又は廃止の許

可についての意見

19 同法第48条第４項 ○

の規定による総務大

臣からの通知の受理

20 同法第49条第３項 ○

の規定による総務大

臣からの指定の取り

消し等を命じた旨の

通知の受理

21 同法第50条第１項 ○

の認証事務を行わせ

ないこととする旨の

通知

22 同法第50条第２項 ○

の規定による総務大

臣への報告及び公示

23 同法第51条第３項 ○

の規定による総務大

臣から通知を受けた

旨の公示

24 同法第56条第２項 ○

の規定による署名検

証者に対する報告の

要求

25 同法第57条第１項 ○

の規定による運用規

程の作成及び公表

26 同法第57条第２項 ○

の規定による市町村



長からの意見の徴収

二 住民基本１ 同法第30条の22第 ○

台帳法に基 ２項の規定による指

づく知事の 定情報処理機関に対

権限に属す する指示

る事務

２ 同法第30条の23第 ○

２項の規定による指

定情報処理機関への

報告の要求及び立入

検査

経一 中小企業１ 同法第５条の７第 ○

済 団体の組織 ２項の規定による協

・ に関する法 業組合の事業の転換

雇 律施行令 の認可

用 （昭和33年

政 政令第45 ２ 同法第５条の17第 ○

策 号）第11条 １項の規定による協

総 第１項の規 業組合の設立の認可

室 定により知

事の権限に３ 同法第５条の22の ○

属するもの 規定による公正取引

とされた中 委員会からの請求に

小企業団体 よる必要な措置の実

の組織に関 施

する法律

（昭和32年４ 同法第５条の23第 ○

法律第185 ３項において準用す

号）に基づ る中小企業等協同組

く事務 合法（昭和24年法律

第181号）第51条第

２項の規定による定

款の変更の認可

５ 同法第95条第４項 ○

の規定による協業組

合への組織変更の認

可

６ 同法第101条の２ ○

第２項の規定による

命令、認可又は承認

をした旨の経済産業

大臣への通知

二 中小企業１ 同法第９条ただし ○

団体の組織 書の規定による特別

に関する法 の地域を地区とする

律施行令第 商工組合の設立につ

11条第２項 いてのその地域の承

の規定によ 認

り知事の権

限に属する２ 同法第17条の２の ○

ものとされ 規定による組合員以

た中小企業 外の者の事業の利用

団体の組織 の特例の認可及び認

に関する法 可の取消し

律に基づく

事務

三 中小企業１ 同法第47条におい ○

団体の組織 て準用する中小企業

に関する法 等協同組合法第48条

律施行令第 又は第51条第２項の

11条第２項 規定による組合員に

又は第３項 よる総会の招集の承

の規定によ 認又は組合の定款の

り知事の権 変更の認可

限に属する

ものとされ２ 同法第93条の規定 ○

た中小企業 による組合員たる資

団体の組織 格を有する者等の工

に関する法 場等への立入り及び

律に基づく 業務等の検査の実施

事務

３ 同法第97条第２項 ○

において準用する同

法第96条第５項の規

定による商工組合へ

の組織変更の認可

四 中小企業１ 同法第96条第５項 ○

団体の組織 の規定による事業協

に関する法 同組合の組織変更の



律施行令第 認可

13条におい

て準用する

中小企業等

協同組合法

施行令（昭

和33年政令

第43号）第

29条の規定

により知事

の権限に属

するものと

された中小

企業団体の

組織に関す

る法律に基

づく事務

五 中小企業１ 同法第９条の２第 ○

等協同組合 ７項（同法第９条の

法第111条 ９第５項において準

の規定によ 用する場合を含

り知事の権 む。）の規定による

限に属する 協同組合等の共済事

ものとされ 業等以外の事業の承

た同法に基 認

づく事務

２ 同法第９条の２の ○

２第２項（同法第９

条の９第５項におい

て準用する場合を含

む。）の規定による

交渉ができないとき

等のあっせん又は調

定

３ 同法第９条の２の ○

３（同法第９条の９

第５項において準用

する場合を含む。）

の規定による組合員

以外の者の事業の利

用の特例の認可及び

認可の取消し

４ 同法第９条の６の ○

２第１項又は第４項

（同法第９条の９第

５項において準用す

る場合を含む。）の

規定による共済規程

の制定、変更又は廃

止の認可

５ 同法第９条の７の ○

５第２項（同法第９

条の９第５項におい

て準用する場合を含

む。）の規定におい

て準用する保険業法

（平成７年法律第

105号）第305条の規

定による立入検査等

６ 同法第９条の７の ○

５第２項（同法第９

条の９第５項におい

て準用する場合を含

む。）の規定におい

て準用する保険業法

第306条の規定によ

る業務改善命令

７ 同法第９条の７の ○

５第２項（同法第９

条の９第５項におい

て準用する場合を含

む。）の規定におい

て準用する保険業法

第307条第１項第３

号の規定による共済

契約の募集の停止の

命令

８ 同法第９条の９第 ○

４項の規定による協



同組合連合会の共済

事業等以外の事業の

承認

９ 同法第27条の２第 ○

１項の規定による組

合の設立の認可（信

用協同組合に係るも

のを除く。）

10 同法第31条の規定 ○

による火災共済協同

組合の成立の届出の

受理

11 同法第35条の２の ○

規定による役員の氏

名又は住所の変更の

届出の受理（信用協

同組合に係るものを

除く。）

12 同法第48条の規定 ○

による会員による総

会の招集の承認（信

用協同組合に係るも

のを除く。）

13 同法第51条第２項

の規定による定款の

変更の認可

(一) 火災共済協同 ○

組合に係るもの

(二) (一)以外のも ○

の（信用協同組合

に係るものを除

く。）

14 同法第57条の２の ○

規定による火災共済

協同組合の火災共済

規程の変更の認可

15 同法第57条の３第 ○

５項の規定による信

用協同組合等の事業

の譲渡又は譲受けの

認可

16 同法第57条の５の ○

規定による共済事業

を行う組合等の余裕

金運用の認可

17 同法第58条の４の ○

規定による共済事業

の健全性の基準の設

定

18 同法第58条の７第 ○

２項の規定による共

済計理人の意見書の

受理及び同条第３項

の規定による当該意

見書についての説明

等の請求

19 同法第58条の８の ○

規定による共済計理

人の解任の命令

20 同法第62条第２項 ○

の規定による解散の

届出の受理（信用協

同組合に係るものを

除く。）

21 同法第62条第４項 ○

の規定による火災共

済協同組合等の解散

の認可

22 同法第66条第１項 ○

の規定による組合の

合併の認可（信用協

同組合に係るものを



除く。）

23 同法第68条第２項 ○

の規定による精算人

の選任

24 同法第82条の２の ○

規定による中小企業

団体中央会の設立の

認可

25 同法第82条の10第 ○

４項において準用す

る同法第48条の規定

による中小企業団体

中央会の会員による

総会の招集の承認

26 同法第82条の10第 ○

４項において準用す

る同法第51条第２項

の規定による中小企

業団体中央会の定款

の変更の認可

27 同法第82条の13第 ○

２項の規定による中

小企業団体中央会の

解散の届出の受理

28 同法第96条第５項 ○

の規定による組合若

しくは中小企業団体

中央会の解散の登記

の嘱託（信用協同組

合に係るものを除

く。）

29 同法第104条の規 ○

定による不服の申し

出の受理及び必要な

措置（信用協同組合

に係るものを除

く。）

30 同法第105条第２ ○

項の規定による組合

等の業務又は会計の

状況の検査（信用協

同組合に係るものを

除く。）

31 同法第105条の２ ○

の規定による組合等

の決算関係書類の受

理

32 同法第105条の３ ○

の規定による組合等

からのその業務等に

関する報告の徴収

（信用協同組合に係

るものを除く。）

33 同法第105条の４ ○

の規定による組合等

の業務等の状況に関

する質問及び検査

（信用協同組合に係

るものを除く。）

34 同法第106条第１ ○

項の規定による必要

な措置の命令（信用

協同組合に係るもの

を除く。）

35 同法第106条の２ ○

の規定による共済事

業に係る監督上の処

分

36 同法第106条の３ ○

の規定による共済事

業を行う組合からの

届出の受理



六 商工会法１ 同法第23条第１項 ○

第60条の規 （同法第55条の15に

定により都 おいて準用する場合

道府県が処 を含む。）の規定に

理する事務 よる商工会の設立の

に関する政 認可

令（昭和35

年政令第２ 同法第23条第３項 ○

149号）の （同法第44条第４項

規定により （同法第48条第５項

知事の権限 において準用する場

に属するも 合を含む。）及び同

のとされた 法第52条の２第５項

商工会法 において準用する場

（昭和35年 合を含む。）の規定

法律第89 による関係市町村長

号）に基づ の意見の聴取

く事務（市

町村長に委３ 同法第24条（同法 ○

任したもの 第44条第４項（同法

を除く。） 第48条第５項及び同

法第58条第４項にお

いて準用する場合を

含む。）、同法第52

条の２第５項、同法

第54条第４項（同法

第58条第６項におい

て準用する場合を含

む。）及び法第55条

の15において準用す

る場合を含む。）の

規定による認可又は

不認可の発起人への

通知

４ 同法第42条第５項 ○

（同法第48条第５項

及び第58条第４項に

おいて準用する場合

を含む。）の規定に

よる会員による総会

の招集の承認

５ 同法第44条第２項 ○

（同法第48条第５項

及び第58条第４項に

おいて準用する場合

を含む。）の規定に

よる商工会の定款の

変更の認可

６ 同法第49条（同法 ○

第58条第５項におい

て準用する場合を含

む。）の規定による

商工会の決算関係書

類の受理

７ 同法第50条第１項 ○

（同法第58条第５項

において準用する場

合を含む。）の規定

による商工会からの

業務に関する報告の

徴収及び商工会の事

務所への立入検査の

実施

８ 同法第51条第１項 ○

（同法第58条第５項

において準用する場

合を含む。）の規定

による商工会の業務

の一部の停止及び設

立の認可の取消し

９ 同法第51条第１項 ○

又は第２項（これら

の規定を同法第58条

第５項において準用

する場合を含む。）

の規定による商工会

に対する警告

10 同法第51条第２項 ○



又は第４項（同法第

58条第５項において

準用する場合を含

む。）の規定による

設立の認可の取消し

11 同法第51条第３項 ○

の規定による商工会

に対する勧告

12 同法第52条第２項 ○

（同法第58条第６項

において準用する場

合を含む。）の規定

による解散の届出の

受理

13 同法第52条の２第 ○

２項の規定による合

併の認可

14 同法第53条（同法 ○

第58条第６項におい

て準用する場合を含

む。）の規定による

清算人の選任

15 同法第54条第１項 ○

又は第２項（これら

の規定を同法第58条

第６項において準用

する場合を含む。）

の規定による財産処

分の方法の認可

16 同法第55条（同法 ○

第58条第６項におい

て準用する場合を含

む。）において準用

する民法第83条の規

定による清算が結了

した旨の届出の受理

七 商店街振１ 同法第36条第１項 ○

興組合法 の規定による組合の

（昭和37年 設立の認可

法律第141

号）第88条２ 同法第59条の規定 ○

の規定によ による組合員による

り知事の権 総会の招集の承認

限に属する

ものとされ３ 同法第62条第２項 ○

た同法に基 の規定による組合の

づく事務 定款の変更の認可

（商店街振

興組合連合４ 同法第73条第３項 ○

会に係るも の規定による組合の

のに限 合併の認可

る。）

５ 同法第81条の規定 ○

による組合の業務又

は会計の状況の検査

６ 同法第84条の規定 ○

による組合からのそ

の業務等に関する報

告の徴収又は業務等

の状況の検査

７ 同法第85条の規定 ○

による組合に対する

必要な措置の命令

八 中小企業１ 同法第６条第３項 ○

の事業活動 の規定による主務大

の機会の確 臣に対する意見の申

保のための 出

大企業者の

事業活動の

調整に関す

る法律（昭

和62年法律

第74号）に

基づく知事

の権限に属

する事務



九 割賦販売１ 同法第40条の規定 ○

法施行令 による営業に関する

（昭和36年 報告の徴収

政令第341

号）第15条２ 同法第41条第１項 ○

の規定によ の規定による営業所

り知事の権 等への立入検査

限に属する

ものとされ

た割賦販売

法（昭和36

年法律第

159号）に

基づく事務

十 商工会議１ 同法第７条第２項 ○

所法施行令 の規定による特定商

（昭和28年 工業者の該当基準引

政令第315 上げの許可

号）第７条

の規定によ２ 同法第10条第２項 ○

り知事の権 及び第３項の規定に

限に属する よる商工業者法定台

ものとされ 帳の作成期間の延長

た商工会議 及び通知

所法（昭和

28年法律第３ 同法第12条第１項 ○

143号）に の規定による特定商

基づく事務 工業者に対する負担

金の賦課の許可

４ 同法第46条第２項 ○

及び同条第４項にお

いて準用する同法第

28条の規定による定

款の変更の認可、関

係市町村長の意見の

聴取及び認可又は不

認可の通知（同法第

25条第１号から第４

号まで、第６号から

第８号まで、第12号

から第15号まで及び

第18号の事項に係る

ものを除く。）

５ 同法第57条の規定 ○

による収支決算書等

の報告の徴収

６ 同法第58条第１項 ○

の規定による商工会

議所からの報告の徴

収及び業務の状況等

の検査の実施

７ 同法第59条第１項 ○

の規定による商工会

議所に対する警告

８ 同法第59条第１項 ○

第１号の規定による

商工会議所の業務の

一部の停止

９ ６から８までに掲 ○

げる事務を行った場

合の経済産業大臣へ

の報告

十一 商工会１ 同法第５条第１項 ○

及び商工会 の規定による基盤施

議所による 設計画の認定

小規模事業

者の支援に２ 同法第６条第１項 ○

関する法律 の規定による基盤施

施行令（平 設計画の変更の認定

成５年政令

第218号）３ 同法第６条第２項 ○

第２条の規 の規定による認定基

定により知 盤施設計画の認定の

事の権限に 取消し

属するもの

とされた商４ 同法第18条第１項 ○

工会及び商 の規定による連携計



工会議所に 画の認定

よる小規模

事業者の支５ 同法第19条第１項 ○

援に関する の規定による連携計

法律（平成 画の変更の認定

５年法律第

51号）に基６ 同法第19条第２項 ○

づく事務 の規定による認定連

携計画の認定の取消

し

７ 同法第22条第１項 ○

の規定による商工会

等からの事業の実施

状況の報告の徴収

十二 中小企１ 同令第４条第４項

業支援事業 の規定による診断の

の実施に関 実施

する基準を (一) 米子市、境港 ○ 西部総合事

定める省令 市及び西伯郡の区 務所長

（昭和38年 域に係るもの

通商産業省 (二) (一)以外の区 ○

令第123 域に係るもの

号）に基づ

く知事の権２ 同令第４条第５項

限に属する の規定による診断報

事務 告書の交付

(一) 米子市、境港 ○ 西部総合事

市及び西伯郡の区 務所長

域に係るもの

(二) (一)以外の区 ○

域に係るもの

３ 同令第４条第７項

の規定による診断報

告書の内容の実施等

に関する助言

(一) 米子市、境港 ○ 西部総合事

市及び西伯郡の区 務所長

域に係るもの

(二) (一)以外の区 ○

域に係るもの

十三 信用保１ 同法第33条の規定 ○

証協会法施 による協会の定款等

行令（昭和 の変更の認可

28年政令第

271号）第２ 同法第34条第1項 ○

４条の規定 の規定による協会の

により知事 事業報告書の受理

の権限に属

するものと３ 同法第35条の規定 ○

された信用 による協会からの報

保証協会法 告の徴収又は協会の

（昭和28年 事務所への立入り及

法律第196 び協会の業務若しく

号）に基づ は財産状況若しくは

く事務 帳簿書類等の検査の

実施

十四 貸金業１ 同法第３条第１項 ○

法（昭和58 の規定による貸金業

年法律第32 者の登録（同条第２

号）に基づ 項の規定による登録

く知事の権 の更新を含む。）

限に属する

事務 ２ 同法第６条第１項 ○

の規定による貸金業

者の登録の拒否

３ 同法第８条第２項 ○

の規定による登録事

項に係る変更の登録

４ 同法第12条の３第 ○

９項の規定による貸

金業務取扱主任者の

解任の勧告

５ 同法第24条の６の ○

３の規定による業務

の改善に必要な措置

の命令

６ 同法第24条の６の ○



４第１項の規定によ

る貸金業者の登録の

取消し又は業務の停

止命令

７ 同法第24条の６の ○

４第２項の規定によ

る役員の解任の命令

８ 同法第24条の６の ○

５第１項の規定によ

る貸金業者の登録の

取消し

９ 同法第24条の６の ○

６第１項の規定によ

る所在不明等の貸金

業者の登録の取消し

10 同法第24条の６の ○

６第１項第１号の規

定による所在不明の

貸金業者の公告

11 同法第24条の６の ○

７の規定による貸金

業者の登録の抹消

12 同法第24条の６の ○

８の規定による監督

処分を行った旨の公

告

13 同法第24条の６の ○

10第１項の規定によ

る貸金業者に対する

報告又は資料の提出

の命令

14 同法第24条の６の ○

10第２項の規定によ

る保証業者等に対す

る報告又は資料の提

出の命令

15 同法第24条の６の ○

10第３項の規定によ

る貸金業者の営業所

等への立入検査等

16 同法第24条の６の ○

10第４項の規定によ

る保証業者等の営業

所等への立入検査等

17 同法第24条の６の ○

11第２項の規定によ

る貸金業協会に加入

していない貸金業者

に対する社内規則の

作成又は変更の命令

18 同法第24条の６の ○

11第３項の規定によ

る貸金業協会に加入

していない貸金業者

の社内規則の承認

19 同法第24条の６の ○

11第４項の規定によ

る貸金業協会に加入

していない貸金業者

の社内規則の変更又

は廃止の承認

十五 小規模１ 同法第４条第１項 ○

企業者等設 の規定による貸与機

備導入資金 関への貸付金額の決

助成法（昭 定

和31年法律

第115号）２ 同法第７条第１項 ○

に基づく知 の規定による小規模

事の権限に 企業者等設備導入資

属する事務 金の支払期日前の償

還の請求



３ 同法第８条の規定 ○

による小規模企業者

等設備導入資金の貸

付金の償還の免除

十六 鳥取県１ 同規則第７条第１ ○

中小企業高 項の規定による貸付

度化資金等 けの決定及び同条第

貸付規則 ２項の規定によるそ

（昭和63年 の旨の通知

鳥取県規則

第31号）に２ 同規則第８条第１ ○

基づく知事 項の規定による貸付

の権限に属 決定の取消し又は貸

する事務 付決定の内容の変更

３ 同規則第９条第２ ○

項の規定による貸付

金の交付

４ 同規則第11条第３ ○

項の規定による新た

な連帯保証人等の承

認

５ 同規則第12条ただ ○

し書の規定による貸

付対象事業の完了の

期限の延期の承認

６ 同規則第13条第２

項の規定による完了

検査の実施

(一) 倉吉市及び東 ○ 中部総合事

伯郡の区域に係る 務所長

もの

(二) 米子市、境港 ○ 西部総合事

市及び西伯郡の区 務所長

域に係るもの

(三) 日野郡の区域 ○ 日野総合事

に係るもの 務所長

(四) (一)から(三) ○

まで以外の区域に

係るもの

７ 同規則第15条の規 ○

定による貸付条件の

変更

８ 同規則第16条第１ ○

項の規定による償還

期間前における貸付

金の一時償還の請求

９ 同規則第17条の規 ○

定による違約金の徴

収

10 同規則第18条の規 ○

定による合併、法人

化等による組織変更

等の承認

11 同規則第20条第２ ○

項の規定による貸付

対象事業についての

報告の要求、検査又

は必要な指示

十七 小売商１ 同法第２条の規定 ○

業調整特別 による購買会事業を

措置法（昭 行う者に対する従業

和34年法律 員以外の者に購買会

第155号） 事業を利用させるこ

に基づく知 との禁止又は従業員

事の権限に 以外の者には購買会

属する事務 事業を利用させない

旨を購買会事業を行

う場所に明示するこ

と等の措置の命令

２ 同法第15条の規定 ○

による紛争のあっせ

ん又は調停

３ 同法第16条第１項 ○



の規定による調停員

の委嘱

４ 同法第16条の３第 ○

１項の規定による事

業の開始又は拡大の

時期の繰下げ等の勧

告

５ 同法第16条の４第 ○

１項の規定による事

業の実施の一時停止

の勧告

６ 同法第16条の５第 ○

１項の規定による勧

告に係る措置を採る

べきことの命令

７ 同法第17条の規定 ○

による紛争の当事者

への紛争を解決する

ための必要な勧告

８ 同法第19条の規定 ○

による購買会事業を

行う者等に対する報

告の請求又はこれら

の者の事務所等への

立入り及び業務の状

況等の検査及びこれ

に係る立入検査証の

交付

十八 中小小１ 同法第４条第１項 ○

売商業振興 から第３項まで及び

法施行令 第６項の規定による

（昭和48年 高度化事業計画の認

政令第286 定

号）第11条

の規定によ２ 同法第13条第１項 ○

り知事の権 の規定による高度化

限に属する 事業を実施する者か

ものとされ らの実施状況の報告

た中小小売 の徴収

商業振興法

（昭和48年

法律第101

号）に基づ

く事務

十九 中小小１ 同令第９条第１項 ○

売商業振興 の規定による高度化

法施行令第 事業計画の変更の認

11条の規定 定

により知事

の権限に属２ 同令第９条第２項 ○

するものと の規定による高度化

された同令 事業計画の認定の取

に基づく事 消し

務

二十 大規模１ 同法第５条第３項 ○

小売店舗立 の規定による届出事

地法（平成 項等に係る公告及び

10年法律第 縦覧

91号）に基

づく知事の２ 同法第６条第３項 ○

権限に属す の規定による変更の

る事務 届出に係る公告及び

縦覧

３ 同法第６条第６項 ○

の規定による基準面

積以下とする届出に

係る公告

４ 同法第８条第３項 ○

の規定による市町村

からの意見及び住民

等の意見の概要の公

告及び縦覧

５ 同法第８条第４項 ○

の規定による県の意

見の有無



６ 同法第８条第６項 ○

の規定による県の意

見の概要の公告及び

縦覧

７ 同法第８条第８項 ○

の規定による変更の

届出事項等に係る公

告及び縦覧

８ 同法第９条第１項 ○

の規定による必要な

措置をとるべきこと

の勧告

９ 同法第９条第３項 ○

の規定による勧告の

内容の公告

10 同法第９条第５項 ○

の規定による変更の

届出事項に係る公告

及び縦覧

11 同法第９条第７項 ○

の規定による勧告に

従わなかった旨の公

表

12 同法第12条の規定 ○

による関係行政機関

又は関係地方公共団

体に対する協力の要

請

13 同法第14条第１項 ○

の規定による大規模

小売店舗を設置する

者からの報告の徴収

14 同法第14条第２項 ○

の規定による大規模

小売店舗において小

売業を行う者からの

報告の徴収

二十一 中心１ 同法第36条第１項 ○

市街地の活 の規定による第１種

性化に関す 大規模小売店舗立地

る法律（平 法特例区域の決定

成10年法律

第92号）に２ 同法第36条第２項 ○

基づく知事 （同法第37条第１項

の権限に属 において準用する場

する事務 合を含む。）の規定

による第１種大規模

小売店舗立地法特例

区域の公告

３ 同法第36条第４項 ○

（同法第37条第１項

において準用する場

合を含む。）の規定

による第１種大規模

小売店舗立地法特例

区域案作成に関する

認定市町村との協議

４ 同法第36条第６項 ○

（同法第37条第１項

において準用する場

合を含む。）の規定

による第１種大規模

小売店舗立地法特例

区域案作成に関する

公聴会の開催等

５ 同法第36条第７項 ○

（同法第37条第１項

において準用する場

合を含む。）の規定

による第１種大規模

小売店舗立地法特例

区域案の公告及び縦

覧



６ 同法第55条第１項 ○

の規定による第2種

大規模小売店舗立地

法特例区域の決定

７ 同法第55条第４項 ○

の規定において準用

する同法第36条第２

項、第４項、第６

項、第７項及び第37

条第１項の規定によ

る第２種大規模小売

店舗立地法特例区域

の公告等

二十二 流通１ 同法第４条第１項 ○

業務の総合 の規定による総合効

化及び効率 率化計画の認定

化の促進に

関する法律２ 同法第５条第１項 ○

施行令（平 の規定による総合効

成17年政令 率化計画の変更の認

第298号） 定

第６条の規

定により知３ 同法第５条第２項 ○

事の権限に の規定による総合効

属するもの 率化計画の認定の取

とされた流 消し

通業務の総

合化及び効４ 同法第７条第１項 ○

率化の促進 の規定による特定流

に関する法 通業務施設の確認

律（平成17

年法律第85 ５ 同法第21条の規定 ○

号）に基づ による報告の徴収

く知事の権

限に属する

事務

二十三 労働１ 同令第10条の４第 ○

関係調整法 ４項の規定による公

施行令（昭 益事業に関する事件

和21年勅令 についての争議行為

第478号） がなされる日時等の

に基づく知 公表

事の権限に

属する事務

二十四 労働１ 同令第21条第１項 ○

組合法施行 の規定による使用者

令（昭和24 団体又は労働組合に

年政令第 対する地方労働委員

231号）に 会の使用者委員又は

基づく知事 労働者委員の候補者

の権限に属 の推薦の要求

する事務

二十五 中小１ 同令第４条第２項

企業退職金 第１号の規定による

共済法施行 中小企業者であるこ

規則（昭和 との証明

34年労働省 (一) 倉吉市、東伯 ○ 中部総合事

令第23号） 郡の区域に係るも 務所長

に基づく知 の

事の権限に (二) 米子市、境港 ○ 西部総合事

属する事務 市、西伯郡及び日 務所長

野郡の区域に係る

もの

(三) (一)及び(二) ○

以外の区域に係る

もの

２ 同令第29条第２号

の規定による不正受

給の動機が他人の圧

迫によるやむを得な

いものであったこと

の証明

(一) 倉吉市、東伯 ○ 中部総合事

郡の区域に係るも 務所長

の

(二) 米子市、境港 ○ 西部総合事

市、西伯郡及び日 務所長

野郡の区域に係る

もの



(三) (一)及び(二) ○

以外の区域に係る

もの

３ 同令第51条第１項

の規定による常時５

人未満の従業員を雇

用する者であること

の証明

(一) 倉吉市、東伯 ○ 中部総合事

郡の区域に係るも 務所長

の

(二) 米子市、境港 ○ 西部総合事

市、西伯郡及び日 務所長

野郡の区域に係る

もの

(三) (一)及び(二) ○

以外の区域に係る

もの

４ 同令第71条の規定

による再び中小企業

者になったことの証

明

(一) 倉吉市、東伯 ○ 中部総合事

郡の区域に係るも 務所長

の

(二) 米子市、境港 ○ 西部総合事

市、西伯郡及び日 務所長

野郡の区域に係る

もの

(三) (一)及び(二) ○

以外の区域に係る

もの

二十六 職業１ 同法第７条の規定 ○

能力開発促 による職業能力開発

進法（昭和 計画の策定及びその

44年法律第 変更

64号）に基

づく知事の２ 同法第７条第３項 ○

権限に属す において準用する同

る事務 法第６条の規定によ

る職業訓練等の実施

についての勧告

３ 同法第15条の２第 ○

１項の規定による事

業主等の行う職業訓

練等に関する援助の

実施

４ 同法第15条の６第 ○ 高等技術専

３項の規定による教 門校長

育訓練を受けさせる

ことの決定

５ 同法第24条の規定 ○

による事業主等の行

う職業訓練の認定及

び認定の取消し

６ 同法第28条の規定 ○

による職業訓練指導

員の免許

７ 同法第29条の規定 ○

による職業訓練指導

員の免許の取消し

８ 同法第30条第１項 ○

の規定による職業訓

練指導員試験の実施

９ 同法第30条第５項 ○

の規定による実技試

験又は学科試験の全

部又は一部の免除

10 同法第35条第１項 ○

の規定による職業訓

練法人の設立の認可

11 同法第41条第２項 ○

又は第３項の規定に

よる職業訓練法人の



残余財産の帰属の認

可

12 同法第42条の規定 ○

による職業訓練法人

の設立の認可の取消

し

13 同法第46条第４項 ○

の規定による技能検

定試験の実施等を県

職業能力開発協会に

行わせることの決定

14 同法第90条第１項 ○

において準用する同

法第62条第２項の規

定による県職業能力

開発協会の定款の変

更認可

15 同法第90条第１項 ○

において準用する同

法第64条第２項の規

定による県職業能力

開発協会の役員の選

任の認可

16 同法第98条の規定 ○

による認定職業訓練

に関する事項につい

ての報告の要求

二十七 職業１ 同法第46条第２項 ○

能力開発促 の規定による技能検

進法施行令 定試験の実施

（昭和44年

政令第258 ２ 同法第49条の規定 ○

号）第３条 による合格証書の交

の規定によ 付

り知事の権

限に属する

ものとされ

た職業能力

開発促進法

に基づく事

務

二十八 鳥取１ 同規則第４条第３ ○

県訓練手当 項の規定による県外

支給規則 の支給対象者の居住

（昭和42年 する地域の級地の区

鳥取県規則 分の決定

第11号）に

基づく知事２ 同規則第11条第２

の権限に属 項の規定による訓練

する事務 手当の受給資格の認

定

(一) 高等技術専門 ○ 高等技術専

校が実施する職業 門校長

訓練に係るもの

(二) (一)以外のも ○

の

二十九 鳥取１ 同条例第３条の規 ○ 高等技術専

県立高等技 定による専門校の利 門校長

術専門校の 用の許可

位置、名称

等を定める２ 同条例第８条の規 ○ 高等技術専

条例（昭和 定による授業料、入 門校長

44年鳥取県 校選考手数料及び入

条例第37 校料の減免の決定

号）に基づ

く知事の権

限に属する

事務

三十 鳥取県１ 同規則第２条第２ ○

立高等技術 項の規定による短期

専門校規則 課程の普通職業訓練

（昭和45年 の訓練科並びにその

鳥取県規則 訓練生定員及び訓練

第６号）に 期間の決定

基づく知事

の権限に属２ 同規則第３条の規 ○

する事務 定による教科及び訓


	19  P.290～305〔別表第３（行財局各室(但､人事の十の４の途中から）､自治､移住､情報(一の９の途中まで)）〕.pdf
	20  P.306～321〔別表第３（情報(一の９の途中から）､経済・雇用(三十の２まで)）〕.pdf

